
第２９号議案  

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

平成２９年５月１５日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

提案理由 

地方税法の改正に伴い、蒲郡市市税条例の一部を改正する条例の制定について専

決処分したので、承認を求めるため提案する。 



専 決 処 分 書 

 

蒲郡市市税条例の一部を改正する条例の制定について、別紙のとおり専決処分す

る。 

 

平成２９年３月３１日 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

理 由 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）

が平成２９年４月１日から施行されることに伴い、蒲郡市市税条例の一部を改正す

る必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。 

 



蒲郡市市税条例の一部を改正する条例 

 

蒲郡市市税条例（昭和２９年蒲郡市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３０条第４項中「第３７条第１項の規定による申告書（その提出期限後におい

て」を「特定配当等申告書（」に、「もの及びその時までに提出された第３７条の

２第１項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において

同じ」に、「これらの申告書」を「特定配当等申告書」に改め、同項に次のただし

書及び各号を加える。 

ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この

項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

⑴ 第３７条第１項の規定による申告書 

⑵ 第３７条の２第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。） 

 第３０条第６項中「第３７条第１項の規定による申告書（その提出期限後におい

て」を「特定株式等譲渡所得金額申告書（」に、「もの及びその時までに提出され

た第３７条の２第１項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下こ

の項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定株式等譲渡所得金額申告書」

に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 

ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この

項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

⑴ 第３７条第１項の規定による申告書 

⑵ 第３７条の２第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。） 

 第３４条の４第１項中「第３０条第４項の申告書」を「第３０条第４項に規定す

る特定配当等申告書」に、「同条第６項の申告書」を「同条第６項に規定する特定

株式等譲渡所得金額申告書」に、「法第２章第１節第６款」を「同節第６款」に改

める。 

附則第５条の３第２項中「附則第７条第２項」を「附則第７条第３項」に改め、

同条第３項中「書類」の次に「及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附



則第１２条第２１項第１号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類」を加え、

同条第４項中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２６項」に改め、同条

第５項中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項第４

号中「附則第１２条第２８項」を「附則第１２条第３０項」に改め、同項第６号中

「附則第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、同条第６項中「附

則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項第５号中「附則

第１２条第３６項」を「附則第１２条第３８項」に改め、同条第７項中「に施行規

則附則第７条第１１項」を「に施行規則附則第７条第１４項」に、「附則第１２条

第２４項」を「附則第１２条第２６項」に改め、同項第５号中「附則第７条第１１

項」を「附則第７条第１４項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第６項の次に

次の２項を加える。 

７ 法附則第１５条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改

修が完了した日から３か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第１１項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 耐震改修が完了した年月日 

⑸ 耐震改修に要した費用 

⑹ 耐震改修が完了した日から３か月を経過した後に申告書を提出する場合には、

３か月以内に提出することができなかった理由 

８ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同条第

５項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修工

事が完了した日から３か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 



⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面

積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 熱損失防止改修工事が完了した年月日 

⑸ 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第１２条第３８項に規定する補

助金等 

⑹ 熱損失防止改修工事が完了した日から３か月を経過した後に申告書を提出す

る場合には、３か月以内に提出することができなかった理由  

附則第１５条の４第２項中「申告書」を「特定配当等申告書」に改め、「提出し

た場合」の次に「（次に掲げる場合を除く。）」を加え、「第３０条第１項」を「同

条第１項」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 第３０条第４項ただし書の規定の適用がある場合 

⑵ 第３０条第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げる申告書がいず

れも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるとき。 

 附則第１９条の２第４項中「第３７条第１項の規定による申告書（その提出期限

までに提出されたもの及びその提出期限後において」を「特例適用配当等申告書（」

に、「ものに限り、その時までに提出された第３７条の２第１項に規定する確定申

告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これ

らの申告書」を「特例適用配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を

加える。 

ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項

後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

⑴ 第３７条第１項の規定による申告書 

⑵ 第３７条の２第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。） 

 附則第１９条の３第４項中「第３７条第１項の規定による申告書（その提出期限

後において」を「条約適用配当等申告書（」に、「もの及びその時までに提出され

た第３７条の２第１項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下こ



の項において同じ」に、「これらの申告書」を「条約適用配当等申告書」に改め、

同項に次のただし書及び各号を加える。 

ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項

後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

⑴ 第３７条第１項の規定による申告書 

⑵ 第３７条の２第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。） 

 附則第１９条の３第６項中「第３７条第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第３７条の２第１項の確定申告書を含む。）」を「同条第４項に規

定する条約適用配当等申告書」に、「これらの申告書」を「条約適用配当等申告書」

に改める。 

附則第２６条の次に次の１条を加える。 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第２６条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条

第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断

をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第７１条第２

項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において

知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請を

した者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直

接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を

取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人

を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなし

て、軽自動車税に関する規定（第７３条から第７５条までの規定を除く。）を適

用する。 



３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不

足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の蒲郡市市税条例（以下「新条例」という。）の規

定中個人の市民税に関する部分は、平成２９年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、平成２８年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成２９年度以後の年度分の

固定資産税について適用し、平成２８年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、

平成２９年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成２８年度分までの

軽自動車税については、なお従前の例による。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税（平成２８年度以前の年度分のものに限る。）

の額について不足額があることを蒲郡市市税条例第７１条第２項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者以外

の者（以下この条において「第三者」という。）にあるときは、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第１３条第１項の規定による告知をする前に、当該第三

者（当該第三者と地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成

２９年法律第２号）附則第１８条第２項に規定する特別の関係のある者を含む。

以下この条において同じ。）に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し

出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が

当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る３

輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定（蒲郡市市税条



例第７３条から第７５条までの規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。 


